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   《中華人民共和国印紙税法》（以下、《印紙税法》という）が 2021年 6月 10日に第十

三期全国人民代表大会常務委員会第二十九回会議にて可決され、2022年 7月 1日より施

行されます。これまでは《中華人民共和国印紙税暫行条例》でしたが、企業所得税法・個

人所得税法・車船税法などと同様に国家の 12番目の税法として「格上げ」されたことに

なります（ちなみに、増値税は税法ではなく「暫行条例」の状態です）。 

 

█ 納税義務者及び源泉徴収義務者 

納税義務者（以下「納税者」）及び源泉徴収義務者の定義が明確化されています。 

・中国国内で課税対象の文書を作成し、又は証券取引を行う組織及び個人は、いずれ

も印紙税の納税者であり、本法の規定により印紙税を納付しなければならない。  

 課税対象文書が中国国外で作成されたものであっても、中国国内で使用する組織及

び個人は、本法の規定により印紙税を納付しなければならない。 

・納税者が外国の組織及び個人の場合で、中国国内に代理人がいるときは、その代理

人が源泉徴収義務者となる。中国国内に代理人がいないときは、納税義務者が自ら印

紙税を申告・納付しなければならない。 

「具体的な実施弁法は国務院税務主管部門が作成する」とあり、上記の「中国国内で

使用する」というのが具体的にどのような状況を言うのかは明確になっていない部分

もあります。 

  

➡ 日本の印紙税の場合は「日本国内で作成された文書」について課税されることに 

なっていますので、日本と中国で契約調印する場合に、先に日本で押印してそれを 

中国に郵送して中国で両方の調印が完了する場合は日本の印紙税の課税対象外と 

することができますが、中国の印花税はこれとは規定のしかたが異なります。 

 

█税目及び税率 

（黄色の項目は旧暫行条例と内容が変更になっている項目です） 

税目 範囲及び税率 

《印紙税法》 《印紙税暫行条例》 

契約 金銭消費賃借契

約 

0.005％ 0.005％ 

ファイナンシャ

ル・リース契約 

単独税目を設置，リース料の

0.005％ 

金銭消費賃借契約と見なし、リース料

の 0.005％ 

売買契約 動産の所有権移転を動産売買 売買契約（0.03％）と動産の財産所有



契約に統一、0.03％ 権移転証書（0.05％）の区別が曖昧 

負担契約 0.03％ 加工・負担契約、0.05％ 

建設工事契約 建設工事の実地調査・設計・

建築契約、0.03％ 

建設工事実地調査・設計契約、0.05％ 

建築・据付工事請負契約、0.03％ 

運送契約 0.03％ 物品運送契約、0.05％ 

技術契約 0.03％ 0.03％ 

賃貸借契約 0.1％ 資産賃貸借契約、0.1％ 

保管契約 0.1％ 貯蔵・保管契約、0.1％ 

貯蔵契約 0.1％ 

財産保険契約 0.1％ 0.1％ 

所有権移

転証書 

土地使用権移転

証書 

0.05％ 0.05％ 

土地使用権・建

物及び建築物所

有権の移転証書 

0.05％ 0.05％ 

株譲渡証書（証

券印紙税の課税

対象以外） 

0.05％ 0.05％ 

商標専用権、著

作権、ノウハウ

使用権の移転 

0.03％ 0.05％ 

営業帳簿 资資金記載帳簿 資本金及び資本準備金の合計

額の 0.025％ 

0.05％、財税【2018】50号により一時

半額軽減。 

その他の帳簿 課税範囲から外す。 1冊につき 5元，財税【2018】50号に

より一時免除。 

証券取引 0.1％ 別途規定、単独調整。 

権利または許可に係る証書 課税範囲から外す。 1冊につき 5元。 

注： 

１、技術契約に該当するコンサル契約については、【1989】国税地字第 34 号通知では、一

般的な法律・法規・会計・監査などのコンサル契約は印紙税改正対象となる技術コンサル

契約とみなさず、印紙税課税対象外とされています。同通知が引き続き効力を有するか否

かについて明文化はされていませんが、実務上は同様の取扱いが継続しています。 

 

█税金計算 

・印紙税の納付は、基数金額の割合に応じて計算する。課税対象となる契約書、所有権

移転証書で金額の表示がないものについては、実際の決算金額に従って計算しなければ

ならない。前条により金額も確定できない場合には、課税対象となる契約書、所有権移



転証書の作成時の市場価額を基準に計算する。また、政府定価或いは政府の指導価額に

従う必要がある場合には、国の関連規定に従って計算する。 

・課税対象となる文書に記載する増値税額は印紙税の基数金額から外すものとする。 

・印紙税納付済みの営業帳簿について、後年度で記載する資本金及び資本準備金の合計

額が納税済みの金額の基数金額を上回る場合には、差額分に対して追加納税金額を計算

する。 

・同一文書を二者以上の者が作成する場合には、各当事者はそれぞれが関連する金額に

応じて印紙税を計算しなければならない。 

・「納税額が 1 角未満の場合には、印紙税の納付を免除する。」と「納税額の端数が 5

分未満の時にはこれを切り捨て、5分以上の時は 1角として繰り上げて計算し、納付す

る。」との規定は削除された。 

 

█納税地 

納税者が組織である場合には、組織所在地の主管税務機関に印紙税を申告しなければ

ならない。納税者が個人である場合には、課税対象となる文書の作成地、或いは納税者居

住地の主管税務機関に印紙税を申告しなければならない。不動産の所有権移転については、

納税者が不動産所在地の主管税務機関に印紙税を申告しなければならない。 

 

█納税期限 

・印紙税の納税義務発生日は、課税対象となる文書の作成日、又は証券取引の完成日で

ある。 

・印紙税は、四半期ごと・年度ごと・取引毎に申告する。四半期ごと、又は年度ごとに

定期一括申告する場合には、納税者が当四半期、又は当年度終了日から十五日以内に印

紙税を申告・納付しなければならない。取引毎に申告する場合には、納税者が納税義務

発生日から十五日以内に印紙税を申告・納付しなければならない。証券取引の印紙税は

週ごとに申告・納付する。証券取引印紙税の源泉徴収義務者は、毎週終了日から五日以

内に印紙税及び銀行決算利息額を申告し、納税しなければならない。 

 

█発効時間 

《印紙税法》は 2022年 7月 1日施行 

1988年 6月 5日国務院が公布した《中華人民共和国印紙税暫行条例》は同時に廃止 


